
○大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時における住宅及び建築物の倒壊等による災害を防止し、

市民の生命及び財産の保護を図るため、非木造住宅耐震改修等事業を行う者に対し、予

算の範囲内において交付する大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金（以下「補助金」

という。）について、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 大府市非木造住宅耐震改修等事業（以下「耐震改修等事業」という。） 次に定め

る事業をいう。 

 ア 非木造住宅耐震診断費補助事業 旧基準非木造住宅について実施される耐震診断

者による耐震診断に要する費用の補助に関する事業 

 イ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 旧基準非木造住宅について実施される耐震

改修工事に要する費用の補助に関する事業 

⑵ 旧基準非木造住宅 木造以外の住宅で、次の要件を全て満たすものをいう。 

 ア 市内にある自己所有の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ね

るもの（店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の２分の１未満のものに

限る。）を含む。）であること。ただし、国又は地方公共団体その他公の機関が所

有するものを除く。 

 イ 昭和５６年５月３１日以前に着工されたものであること。 

 ウ プレハブ構造でないこと。 

⑶ 大規模共同住宅（マンション） 旧基準非木造住宅のうち共同住宅で、かつ、次の

要件を全て満たすものをいう。 

 ア 耐火建築物又は準耐火建築物であること。 

 イ 延べ床面積が１,０００平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則と

して３階以上のもの 

 ウ 敷地に接する道路の中心線以内の敷地面積がおおむね５００平方メートル以上の

もの 

⑷ 耐震診断者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級

建築士又は同条第３項に規定する二級建築士。ただし、建築士法第３条に規定する用

途・規模の建築物の耐震診断を行うものは、一級建築士であること。 

⑸ 耐震診断 前号に規定する耐震診断者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号。以下「告示第１

８４号」という。）別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項」に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評



価することをいう。 

⑹ 耐震改修設計 耐震診断者が告示第１８４号の技術上の指針第２建築物の耐震改修

の指針に基づき実施するア又はイと同等のものとして市長が認めるもの。   

⑺ 耐震改修工事 耐震診断の結果、地震に対して「安全な構造」でないと判断された

ものについて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第８

条第３項の規定に基づき、特定行政庁から建築物の耐震改修計画の認定（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項第４号に規定する建築物である場合は、

一般財団法人愛知県建築住宅センター又はそれと同等の専門的機能を有する機関の評

定）又は全体計画の認定（建築基準法第８６条の８に規定する認定）を受けたうえで

行う耐震改修工事をいう。 

⑻ 施行者 耐震改修等事業を行う非木造住宅の所有者（区分所有の共同住宅にあって

は、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条若しくは第６５

条に規定する団体又は第４７条第１項（第６６条において準用する場合を含む。）に

規定する法人。以下「管理組合」という。）その他市長が同等と認める者をいう。 

 （補助対象建築物） 

第３条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の要件を全て満たすものとする。 

⑴ 旧基準非木造住宅であること。 

⑵ 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの 

⑶ 建築物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの 

⑷ 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの 

⑸ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号）

附属第Ⅱ編第１章１６住環境整備事業イ－１６－(１２)－①住宅・建築物耐震改修事

業４の事業要件に該当するもの 

 （事前相談） 

第４条 非木造住宅耐震診断費補助事業の施行者が、補助金の交付を受けて耐震診断を行

おうとする場合は、非木造住宅耐震改修等事業に係る事前相談書（第１号様式）を提

出するものとする。 

２ 前項の事前相談書には、昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物であることを

証明するものとして次のいずれかを添付するものとする。 

 ⑴ 建築基準法第６条の規定に基づく確認済証又は同法第７条の規定に基づく検査済証

の写し 

⑵ 固定資産証明書（家屋）の写し 

⑶ 建物の登記事項証明書の写し 

 （事業計画の承認） 

第５条 非木造住宅耐震改修工事費補助事業の施行者が、補助金の交付を受けて耐震改修

工事を行おうとする場合は、あらかじめ耐震改修計画を策定し、非木造住宅耐震改修等

事業に係る事業計画書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認

を受けなければならない。 



⑴ 位置図（案内図）（縮尺１／１０,０００程度） 

⑵ 区域図（縮尺１／２,５００程度） 

⑶ 補助金の交付の対象となる建築物を表示した図面又は書類 

⑷ 公図の写し、配置図、平面図、立面図、断面図、建築設備図、昇降機関係図面等 

⑸ 現況写真（撮影位置を図示すること。） 

⑹ 管理組合の場合は、組合規約及び非木造住宅耐震改修工事費補助事業の実施に係る

議決書又はこれに代わるもの。 

⑺ 建築物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たこと

を証する書面 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の事業計画書を受理したときは、その内容を審査し、非木造住宅耐震改

修工事費補助事業を適用することが適当であると認めたときは、当該事業の適用を決定

し、非木造住宅耐震改修等事業に係る適用通知書（第３号様式）を施行者に通知するも

のとする。 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 非木造住宅耐震診断費補助事業の補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）及び補助金の交付額は、別表第１のとおりとする。 

２ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業の補助対象経費及び補助金の交付額は、別表第２

のとおりとする。 

 （補助金の交付申請） 

第７条 非木造住宅耐震診断費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする施行者は、

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、

当該耐震診断を開始する前に市長に提出しなければならない。ただし、申請は、当該年

度の１２月末日までとする。 

⑴ 耐震診断経費の見積書の写し 

⑵ 各階平面図 

⑶ 管理組合の場合は、組合規約及び耐震診断の実施にかかる議決書又はこれに代わるもの 

⑷ 建築物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たこと

を証する書面 

⑸ 市税の完納証明書 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする施行者は、

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該事業を開

始する前に市長に提出しなければならない。ただし、申請は、当該年度の１２月末日ま

でとする。 

⑴ 耐震改修工事費の積算内訳書 

⑵ 耐震診断結果報告書の写し 

⑶ 耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し 



⑷ 現況写真 

⑸ 配置図（事業を行う土地の区域及び建築物の位置等を表示） 

⑹ 申請書別紙（第５号様式） 

⑺ 事業の工程表 

⑻ 市税の完納証明書 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、補助金の交付決定をし、非木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通

知書（第６号様式）により、施行者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要と認める条件を付することができ

る。 

 （事業の着手） 

第９条 施行者は、前条の交付決定を受けた後に耐震改修等事業に着手するものとする。 

２ 施行者は、耐震改修等事業に着手したときは、非木造住宅耐震改修等事業着手届（第

７号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 契約書の写し 

⑵ 工程表（非木造住宅耐震改修工事の場合） 

⑶ 連絡者リスト（耐震診断者、設計業者又は工事監理者、工事請負業者及び管理組合

担当者） 

３ 施行者は、前項の着手届を交付決定があった日から起算して３０日以内に提出しなけ

ればならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。 

 （地位の承継） 

第１０条 施行者が死亡した場合において、施行者の承継人が交付決定のあった内容で耐

震改修等事業を行う意思があるときは、市長の承認を受けて地位を承継することができ

る。 

２ 施行者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合において、施

行者の承継人が交付決定のあった内容で耐震診断を行う意思があるときは、市長の承認

を受けて地位を承継することができる。 

３ 施行者は、前２項の場合を除き、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は

担保に供してはならない。 

 （中間検査） 

第１１条 市長は、必要と認める場合においては、耐震改修工事の工程を指定し、中間検

査を実施することができる。この場合において、施行者は、中間検査を行う箇所がわか

る図面その他必要な書類を市長に提出しなければならない。 

２ 施行者が中間検査の実施を希望する場合においては、施行者は、非木造住宅耐震改修

等事業中間検査申請書（第８号様式）に中間検査を行う箇所がわかる図面を添えて、市

長に提出しなければならない。 



３ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、当該耐震改修工事の中間検査を

行うものとする。 

４ 市長は、第１項及び前項の中間検査を行った結果、当該耐震改修工事が適切に実施さ

れていないと認める場合は、当該耐震改修工事が適切に実施されるよう施行者に指導す

るものとする。この場合において、施行者が指導に従わない場合は、補助金の交付決定

を取り消すことができる。 

 （補助事業の内容の変更） 

第１２条 施行者は、補助金の交付決定を受けた耐震改修等事業の内容を変更し、補助金

の額に変更が生じる場合は、次の各号に掲げる書類を添えて、非木造住宅耐震改修等事

業補助金交付変更申請書（第９号様式）を変更事業に着手する前に、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、補助金の額に変更がない場合は、変更の内容がわかる書類を添

えて、非木造住宅耐震改修等事業変更届（第１０号様式）を提出しなければならない。 

⑴ 変更後の補助対象経費の見積書の写し 

⑵ 契約書の写し（非木造住宅耐震診断費補助事業の場合） 

⑶ 変更契約書 

⑷ 変更図面等その他変更内容がわかる書類 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付変更を決定し

たときは、非木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定変更通知書（第１１号様式）に

より、施行者に通知するものとする。 

 （補助事業の取下げ又は中止） 

第１３条 施行者は、耐震改修等事業の取下げ又は中止をしようとするときは、補助金の

交付決定があった日の属する年度の１月末日までに、非木造住宅耐震改修等事業取下げ

（中止）届（第１２号様式）を提出しなければならない。 

 （遂行命令等） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、施行者に対して事業の遂行に関して、必

要な指導、助言及び指示を行い、又は必要な報告を求めることができる。 

２ 市長は、施行者が補助金交付決定の内容又は当該決定に付した条件に従っていないと

認めた場合、当該決定内容等に従って耐震改修等事業を遂行すべきことを命じることが

できる。 

３ 市長は、施行者が前項の命令に違反した場合は、施行者に対して耐震改修等事業の一

部停止を命じることができる。 

 （完了実績報告等） 

第１５条 非木造住宅耐震診断費補助事業の施行者は、当該事業が完了したときは、当該

事業の完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の

属する年度の２月末日までのいずれか早い日までに、非木造住宅耐震改修等事業完了実

績報告書（第１３号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 耐震診断結果報告概要書（第１４号様式） 

⑵ 平面図、伏図及び軸組図 



⑶ 領収書の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業の施行者は、当該事業が完了したときは、当該事

業の完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属

する年度の２月末日までのいずれか早い日までに、非木造住宅耐震改修等事業完了実績

報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 施工状況がわかる写真 

⑵ 領収書又は請求書の写し 

⑶ 所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置を受けようとする場合は、住宅耐

震改修証明申請書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （是正のための措置） 

第１６条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合において、当該耐震

改修等事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めた

ときは、これらに適合させるための措置を取るよう、施行者に命ずることができる。 

 （補助金の額の確定） 

第１７条 市長は、第１５条の規定による完了実績報告書を受理した場合は、報告内容を

審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、非木造住宅耐震

改修等事業補助金確定通知書（第１５号様式）により、施行者に通知するものとする。 

 （補助金交付の請求等） 

第１８条 前条に規定する通知を受けた施行者は、速やかに、請求書（第１６号様式）を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、施行者に対し補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取り消し） 

第１９条 市長は、施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の

全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部について期限を

定めて返還を命ずるものとする。 

⑴ 偽りその他の不正の行為により、補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。 

⑶ 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

⑷ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （書類の保管） 

第２０条 施行者は、補助対象経費の収支に関する帳簿を作成し、備えるとともに、領収

書等の関係書類を整理しなければならない。 

２ 施行者は、前項に規定する帳簿及び領収書等の関係書類を補助金の交付を受けた年度

の終了後５年間保管するものとする。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（適用期限） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日までに完了する耐震改修工事について申請された補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年８月１７日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第６条関係） 

区  分 補助対象経費 補助金の交付額 

非 

木 

造 

住 

宅 

耐 

震 

診 

断 

費 

補 

助 

事 

業 

一戸建以外 

耐震診断に要する経費で耐震診断者

に支払う経費。ただし、延べ床面積

に応じて次に定める額を限度とす

る。 

⑴  延べ床面積１,０００㎡以内の

部分 １㎡当たり３,６７０円を

乗じた額 

⑵ 延べ床面積１,０００㎡を超え

て２,０００㎡以内の部分 １㎡当

たり１,５７０円を乗じた額 

⑵  延べ床面積２,０００㎡を超え

る部分 １㎡当たり１,０５０円

を乗じた額 

補助対象経費の３分の２

以内の額 

（その額に千円未満の端

数があるときは、これを切

り捨てた額とする。） 

 

一戸建 

耐震診断に要する経費で耐震診断者

に支払う経費。ただし、１戸当たり

１３万６,０００円を限度とする。 



別表第２（第６条関係） 

区  分 補助対象経費 助成額 補助金の交付額 

非 

木 

造 

住 

宅 

耐 

震 

改 

修 

工 

事 

費 

補 

助 

事 

業 

大 規 模 

共同住宅 

耐震改修工事に要

する経費。 

ただし、延べ床面

積１㎡当たり５万

２００円を乗じた

額を限度とする。 

次に掲げる額の合計額 

１ 補助対象経費の３

分の１以内の額 

２ 租税特別措置法第

４１条の１９の２に

規定する所得税の特

別控除の額 

 

助成額から租税特別措置

法第４１条の１９の２に

規定する所得税の特別控

除の額を差し引いた額。 

ただし、１戸当たり９０

万円を限度とする。 

（その額に１,０００円

未満の端数があるとき

には、これを切り捨てた

額とする。） 

大 規 模 

共同住宅

以外の住

宅 

耐震改修工事に要

する経費。 

ただし、延べ床面

積１㎡当たり３万

４,１００円を乗

じた額を限度とす

る。 

次に掲げる額の合計額 

１ 補助対象経費の２

３％（令和３年４月

１日以降に着手する

事業については、２

３％の３分の２）以

内の額 

２ 租税特別措置法第

４１条の１９の２に

規定する所得税の特

別控除の額 

助成額から租税特別措置

法第４１条の１９の２に

規定する所得税の特別控

除の額を差し引いた額。 

ただし、一戸建て住宅に

ついては、１戸当たり 

８３万８,０００円を限度

とする。） 

（その額に１,０００円

未満の端数があるとき

には、これを切り捨てた

額とする。） 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業に係る事前相談書 

 

 年  月  日 

 

大府市長 殿 

 

 

  

施行者（所有者） 住   所             

氏   名                        

電 話 番 号                

 

 

下記のとおり建築物の耐震診断費補助を受けたいので、必要書類を添えて事前相談を申し込

みます。 

 

記 

 

建築物名称  

所 在 地  大府市    町 

形 態 （ 賃貸 ・ 分譲 ）      戸    

構 造 （ 鉄筋コンクリート造 ・ 鉄骨造 ・ 鉄骨鉄筋コンクリート造 ） 

規 模 地上  階、地下  階、延べ床面積         ㎡ 

建 築 時 期 昭和    年    月 

備 考 

 

※（  ）内は、該当するものに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

非木造住宅耐震改修等事業に係る事業計画書 

  

                                                                  年    月    日 

大 府 市 長   殿            

 

 

施行者（所有者） 住  所 

 氏  名             

電話番号 

 

大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり関

係書類を添えて提出します。 

 

記 

 

１ 建築物及び敷地に関する事項  

補助事業の名称  非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地 
         

地 区 面 積 
㎡

敷 地 面 積
㎡

敷 地 に 接 す る 道 路 面 積 の1/2
 ㎡

用 途 地 域 
 

  防火地域      □防火 □準防火 □指定無 

指 定 容 積 率 
                  

％
道 路 幅 員 

                    

 ｍ

延 べ 床 面 積 
                    

㎡
容積対象床面積 

 

 ㎡

建 築 面 積 
                    

       ㎡
階     数 地上   階 地下   階

構 造 □耐火建築物 □準耐火建築物（      造 一部       造）

形 態 （ 賃 貸 ・ 分 譲 ） 住宅戸数  戸 その他戸数   戸

履 歴 

建築確認 □新築 年 月 日付第   号□増築等 年 月 日付第     号

検査済証 年 月 日付第   号 年 月 日付第     号



２ 非木造共同住宅の耐震事業の内容 
   （１） 耐震事業の要件 

耐震改修促進法の認定      年  月  日 認定予定 

地 域 用 件 

□市域内のＤＩＤ地区の区域 

□地域防災計画に位置づけられた避難地、避難路又は緊急輸送道路に面する区域 

□上記区域以外 

周 辺 市 街 地 と の 関 係 □倒壊した場合に周辺市街地に与える影響が大きい 

用 途 別 床 面 積 
住   宅 その他(     ) 

       ㎡        ㎡

区 分 所 有 者 等 
□区分所有権者又は賃借権者で、転貸していない者の合計が10人以上 

□上記以外 

そ の 他 特 記 事 項  

   （２） 耐震事業の内容                                     

柱･壁等の改修 部  位 箇所数等 補強・増設･改善等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   補  強 

 

 

□柱   

□壁 

 □梁 

 □その他 

（      ） 

       本 

       ｍ 

       本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   増  設 

 

 

 □柱 

 □壁 

 □梁 

 □その他 

（      ） 

       本 

       ｍ 

       本 

 

 

 

 

 

 

 

構 造 耐 力 上 主 要

な 部 分 の 改 修

配置の状況  

靭性を持つための措置 
 

 

接合部の措置  

基礎の状況  

錆止め、防腐、防蟻 

のための措置 

 

 

その他 
 

非構造体､建築設備

等の改修(支持構造

部 と の 緊 結 方 法 )

屋根葺き材等、屋上水

槽、煙突、給水・排水等

の配管設備、冷却塔設備

 

 

 

エレベーターの補強 箇所
 

 

その他   



３ 事業全体の資金計画                                                

                                (単位:千円)  

                                                  消費税を含む全部を記入してください。 

 

 ４ 事業工程表          事業の着手の予定年月日       年  月  日 

                         事業の完了の予定年月日       年  月  日 

           年度 

  項目 

年  度 年  度 年  度 

 ４  ６  ８  10  12  ２  ４  ６  ８  10  12  ２  ４  ６  ８  10  12  ２ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業全体について、棒状で表してください。 

項               目 全体金額 当初年度 次年度 ３年目以降 備  考 

 

 

支 

 

出 

 

 

①      

②      

③      

④借 入  金 利 子      

⑤事      務      費      

⑥その他(          )      

①～⑥    合     針      

 

収 

 

入 

 

①補      助      金      

②権利者自己負担金      

③借      入      金      

④そ      の      他      

①～④    合     計         



第３号様式（第５条関係） 

                                                     第     号 

                                                                      年    月    日 

 

非木造住宅耐震改修等事業に係る適用通知書 

 

 

             様 

 

 

大府市長          □印  

 

 

 

 

        年  月  日付けで提出された非木造住宅耐震改修等事業に係る事業計画書

の内容を審査した結果、次のとおり決定しましたので、大府市非木造住宅耐震改修等事業

補助金交付要綱第５条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

建築物名称  

所 在 地  大府市   町 

 

 

 適 用 

 不 適 用 
 



第４号様式（第７条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書 

  

                                                                  年    月    日 

大 府 市 長   殿             

 

施行者（所有者） 住  所 

              氏  名             

電話番号 

 

 

大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり関

係書類を添えて申請します。 

なお、この申請書及び添付書類に記載された事項は、事実に相違ありません。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

補助事業の着手予定日 年     月     日 

補助事業の完了予定日 年     月     日 

補 助 対 象 経 費 の 額 円 

交 付 申 請 額 円 

   

（注）補助対象経費の額は、補助金の交付の対象となる建築物の補助事業に要する経費で見積

書の額です。 



１ 補助対象建築物の概要 

建築物名称  

所 在 地  大府市   町 

形   態 （ 賃貸 ・ 分譲 ） 

戸   数 住宅戸数    戸   その他戸数    戸   合計    戸 

構   造 
鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・その他（  ） 

（ 耐火建築物 ・ 準耐火建築物） 

階   数 地上  階、地下  階、 

面   積 

延べ床面積            ㎡ 

住宅部分の面積         ㎡ 

住宅以外の面積         ㎡ 

建 築 時 期 昭和    年    月（ 着工 ・ 完成 ） 

 

 ２ 耐震診断者（耐震診断）、請負業者（耐震改修工事） 

会 社 名  

氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号 （    ） 

建設業の許可 （    ）第      号 

事 務 所 名 称  

氏     名  

所 在 地  

電 話 番 号    （    ） 

事務所登録番号 

及び登録年月日 

知事登録番号第        号 

年  月  日登録 

建 築 士 氏 名  

建築士登録番号    級建築士   第      号 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

申請書別紙 

 

１ 耐震事業に関する事業費算出内訳                 （単位：千円） 

項   目 
補 助 対 象 

延べ床面積 

当該事業に 

要する費用 

補助対象 

事 業 費 
補助率 交付申請額 

耐 震 改 修 工 事 ㎡     

今回交付申請額      

既 交 付 決 定 額      

変 更 増 減 額      

（注１）変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段に（ ）書きすること。 
（注２）補助率は、２／３以内とすること。 
（注３）事業費内訳については、別紙記載とし、別紙を添付すること。 

 

２  耐震改修工事費の内訳 

建築延べ床面積（Ａ） ㎡ 

事業費限度額単価（Ｂ） 

 
円／㎡ 

 

補助対象経費限度額（Ｃ）Ｃ＝Ａ×Ｂ 円 

耐震改修工事費（Ｄ） 円 

補助対象経費（Ｅ）Ｃ＞ＤのときＤ 

Ｃ≦ＤのときＣ 
円 

補助基本額（Ｆ）  Ｆ＝Ｅ×０．２３ 円 

当該年度の耐震改修工事事業費（Ｇ） 円 

当該年度の補助基本額（Ｈ） Ｈ＝Ｆ×Ｇ／Ｄ 円 

当該年度の補助申請額（Ｉ） Ｉ＝Ｈ×２／３ 千円 

 



第６号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定通知書 

 

 

             様 

 

大府市長           □印  

 

 

  年 月 日付けで申請のありました大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金の交

付について、補助金の交付を次のとおり決定しましたので、大府市非木造住宅耐震改修等事

業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

建築物名称  

所 在 地  大府市   町 

補 助 金 

交付決定額 

 

 

ただし、以下の条件を付すものとする。 

 

条件： 

 

 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業着手届 

                                                                  年    月    日 

大 府 市 長   殿            

 

施行者 住  所 

              氏  名             

電話番号 

 

 

  年  月  日付け      第     号により交付決定通知のありました

大府市非木造住宅耐震改修等事業について、大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付要

綱第９条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

補助事業の名称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

着 手 日 
 

完 了 予 定 日 
 



第８号様式（第１１条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業中間検査申請書 

 

                                                                  年    月    日 

大 府 市 長 殿                

 

施行者 住  所 

              氏  名             

電話番号 

 

 

  年  月  日付け       第     号により交付決定通知のありまし

た大府市非木造住宅耐震改修等事業について、大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付

要綱第１１条第２項の規定により、下記のとおり中間検査を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

検 査 内 容 

 

検 査 予 定 日 年   月   日 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１２条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付変更申請書 

 

 年  月  日 

大 府 市 長 殿 

  

施行者 住  所 

              氏  名             

電話番号 

  

 

  年  月  日付け       第     号により交付決定通知のありまし

た大府市非木造住宅耐震改修等事業について、内容を変更したいので、大府市非木造住宅耐

震改修等事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、下記のとおり、関係書類を添えて

申請します。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

変 更 の 理 由 
 

変 更 の 内 容 

 

交 付 変 更 申 請 額 

 

（交付決定額             円 ） 

 

交付変更申請額               円 



第１０号様式（第１２条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業変更届 

 

 年  月  日 

大 府 市 長 殿 

  

施行者 住  所 

氏  名             

電話番号 

 

  年  月  日付け       第     号により交付決定通知のありまし

た大府市非木造住宅耐震改修等事業について、内容を変更したいので、大府市非木造住宅耐

震改修等事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、下記のとおり、関係書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

所 在 地  大府市   町 

変 更 の 理 由 
 

変 更 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１２条関係） 

 

第     号 

 年  月  日  

 

非木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定変更通知書 

 

 

           様 

   

       大府市長           □印  

 

 

 

 

  年  月  日付け        第     号により交付決定を通知した

大府市非木造住宅耐震改修等事業の補助金額について、変更を決定したので、大府市非木造

住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第１２条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

交 付 変 更 

決 定 額 

（変更前           ） 

 

ただし、以下の条件を付すものとする。 

 

条 件： 

 



第１２号様式（第１３条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業取下げ（中止）届 

 

 年  月  日 

大 府 市 長 殿 

  

施行者 住  所 

 氏  名              

電話番号 

 

 

  年  月  日付け        第    号により交付決定通知のありまし

た大府市非木造住宅耐震改修等事業について、（取下げ・中止）したいので、大府市非木造

住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

（取下げ・中止）の 

理 由 

 

（ 中 止 の 場 合 ） 

中 止 の 期 間 及 

び 再 開 の 時 期 

 

 



第１３号様式（第１５条関係） 

 

非木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書 

 

                                                                  年    月    日 

 

大 府 市 長 殿               

 

施行者 住  所 

 氏  名              

電話番号 

 

  年  月  日付け      第     号により交付決定通知のありました

大府市非木造住宅耐震改修等事業について完了しましたので、大府市非木造住宅耐震改修等

事業補助金交付要綱第１５条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

完 了 年 月 日    年   月   日 

 

 

 

 



第１４号様式（第１５条関係） 

 

耐震診断結果報告概要書 

 

建 築 物 概 要 

名 称  

用途・形態 （ 賃貸 ・ 分譲 ）住宅      戸    

構 造  

規 模 地上  階、地下  階、延べ床面積      ㎡ 

建 築 年 昭和    年    月 

構 造 部 材 強 度 

（コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力その他） 

耐震診断の方針 

 

建 築 物 の 性 質 

 

診断結果の概要 

 

総 合 所 見 

 

 耐震診断内容の確認 

耐震診断の内容は、妥当であると判断しました。 

資 格   （   ）建築士    （    ）登録第           号    

 

氏名 

建築士事務所名（          ）事務所 （    ）知事登録     号 

 建設業許可  （      ）第       号 



第１５号様式（第１７条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

非木造住宅耐震改修等事業補助金確定通知書 

 

 

           様 

   

       大府市長           □印  

 

 

 

 

  年  月  日付け       第      号により交付の決定をした

大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金については、提出された非木造住宅耐震改修等事業

完了実績報告書を審査の結果、交付額を確定しましたので、大府市非木造住宅耐震改修等事

業補助金交付要綱第１７条第１項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

補 助 事 業 の 

名 称 

□ 非木造住宅耐震診断費補助事業 

 

□ 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

補助金確定額 
 

 



第１６号様式（第１８条関係） 

 

請  求  書 

  年  月  日 

 

大 府 市 長 殿  

  

施行者 住  所 

 氏  名              

電話番号 

 

大府市非木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第１８条第１項の規定に基づき、下記の

とおり補助金を請求します。 

 

記 

 

建 築 物 名 称  

所 在 地  大府市   町 

  

 

 

振 

込 

先 

金 

融 

機 

関 

金 融 機 関 名 

        銀行      本店(出張所) 

        金庫      支店 

        農協      支所 

預 金 の 種 類 普通 ・ 当座  （該当を〇で囲む。) 

口 座 番 号        

フ リ ガ ナ 
 

口 座 名 義 人 

 

 

請 求 額 
 

百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

０ ０ ０ 


